
1
就労証明書の就労日数・時間、その他提出した書類の内容と事実が異なる場合は、利用内定取消し
または利用開始後でも退所となる場合があります。
※勤務先に照会をして勤務実態の確認をさせていただく場合があります。

2
就労証明書の「就労実績」の記入が、契約上の就労日数・時間数に満たない場合は、利用調整にお
ける指数が正しく付かない場合があります。

3
利用調整に必要な書類は必ず期限内にご提出ください。利用調整は期限内に提出された書類で審査
し、期限後の提出の場合は翌月の利用調整に反映されます。また、一度提出された書類は返却でき
ません。必要な方は提出前にコピー等をお取りください。

4
原則、郵送による不足書類及び追加書類の受付はしておりません。郵送事故による未着や必要書類
の同封漏れに関して、市では責任を負いかねますのでご了承ください。

5
教育・保育給付認定及び保育施設等利用申込みにあたり、提出した全ての書類の内容と市の保有す
る個人情報を教育・保育給付認定、利用調整、利用者負担額の決定及び保育の実施に用いること、
また、必要に応じて利用が決定した保育施設等の関連機関に提供することがあります。

6
希望園については、通園可能・通園意思があるものとして審査いたしますので、内定後の利用辞退
はご遠慮願います。内定辞退の場合は利用申込みを取下げしていただき、再度利用をご希望の際に
は新規申込み手続きが必要となります。

7
利用保留となり、利用決定までの期間中に申込み内容と異なる状況になった場合は、必要書類を速
やかにご提出ください。内定時に状況の変更が判明した場合は、内定取消しとなる場合がありま
す。

8
利用内定後は、指定日までに必ず児童面接を受けていただきます。児童面接を受けられない場合は
内定取消しとなり、利用申込みが取下げとなります。再度利用をご希望の際には新規申込み手続き
が必要です。

9
面接を実施した際に、集団生活が難しい等配慮を要することがわかった場合や記入していただいた
内容とお子さんの様子が違う場合、内定が取り消されることがあります。

10
０～２歳児クラスの保育料を算定するための市民税額が確認出来ない方は、暫定的に最高額での決
定となります。また、３～５歳児クラスの副食費の免除対象者を判定するための市民税額が確認出
来ない方は、暫定的に副食費免除の対象外となりますので、ご了承ください。

11

公立・私立保育園の保育料および公立保育園の給食費のお支払いは原則、口座振替にてお支払い願
います。例外として、納付書にて保育料等をお支払いいただいた場合は、領収書を５年間保管して
ください。紛失した場合は、その月の保育料等の納付についての確認はできませんので、十分ご注
意ください。

12
利用開始日以前（利用開始日含む）に育児休業を取得している場合は、利用開始月翌月1日までに職
場に復帰する必要があります。

13
利用開始後は、原則として保育園に慣れていただくため、「慣らし保育」があります。基本的には
２週間程度ですが、施設ごとにお子さんの状態等を見ながら、慣らし保育期間が変更になることも
あります。

14
利用開始後、申請時と勤務場所・時間の変更等申込み内容と異なる勤務状況、家庭状況になった場
合は、必要書類を速やかにご提出ください。一定期間（1か月以上）を過ぎて変更が判明した場合に
は、その時点で保育が必要か否かを問わず退所となります。

15

退職した場合は、退職日から１０日以内に退職証明書（退職日がわかる書類でも可）を提出するこ
とで、保育の利用期間が退職日から起算して、２か月を経過した日が属する月の末日まで延長とな
ります。その後、延長となった２か月の間に勤務を開始し、稼働中の就労証明書を提出することで
保育の利用期間が継続となります。
※退職証明書や就労証明書をご提出されない場合は、退所となります。

16

休園の期間は２週間以上3か月以内です。また、休園期間中も保育料はかかります。
※公立保育園における給食費（３歳児クラス以上対象）の減免申請は必ず前月２０日までに申請し
てください。事後の申請は認められず、休園期間中の給食費も徴収いたします。
※私立保育園の給食費等については各園にお問い合わせください。
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